
【注意事項】
■下記表を確認のうえ、必要書類を揃えて会社に届出ください。
■扶養認定審査上、必要に応じて追加書類の提出をお願いする場合があります。
■必要書類がすべて揃い次第の審査となりますので、不備があった場合は認定が遅れる可能性があります。
■個⼈番号（マイナンバー）を必ず会社に届出ください。

（１）同居・別居どちらでもよい⽅ ■ご不明な点は、各社⼈事部⾨にお問い合わせください。

学⽣ その他 学⽣ その他

被扶養者現況書 〇
△

(⼦と別居＋
配偶者なし)

△
(⼦と別居＋
配偶者なし)

〇 〇
(※1)

△
(別居の場合)

(※1)

△
(別居の場合)

(※1)

〇
(※1)

配偶者の収⼊を確認できる書類(※2)
（被保険者に配偶者有、かつ扶養対象外の場合） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

学⽣︓学⽣証(写)　　※夜間学⽣は除く 〇 〇 〇

60歳以上︓所得証明書（課税証明書） 〇 〇 〇

養⼦︓⼾籍謄本または妙本 〇 〇 〇

外国籍︓住⺠票の写し(世帯全員・続柄記載)
　　　　　　及び下記いずれか1点
　　　　　　　・外国⼈在留カード(写)
　　　　　　　・外国⼈登録証(写)、
　　　　　　　・特別永住者証明書(写)

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

別居︓送⾦に関する証明書
　　　　　直近３か⽉分の銀⾏振込明細書(写)、通帳(写)等
　　　　　振込⼈と受取⼈の記載があるもの

〇
(※3)

〇
(※3)

〇 〇

申請理由に応じて添付が必要となる書類

収⼊を確認できる書類(※4) 〇 〇 〇 〇

収⼊を確認できる書類(※4) 〇

婚姻⽇が確認できる書類
(例)婚姻届受理証明書または⼾籍謄本・抄本など 〇

雇⽤保険未加⼊ 退職⽇及び雇⽤保険未加⼊が確認できる書類
(例)源泉徴収票・退職証明書・給与明細　など 〇 〇 〇 〇

失業給付受給放棄 離職票(写)
※法第4条第3項不該当(受給放棄)の印字があるもの 〇 〇 〇 〇

失業給付受給予定
または受給中 雇⽤保険受給資格者証 〇 〇 〇 〇

失業給付受給延⻑ 雇⽤保険受給期間延⻑通知書(写) 〇 〇 〇 〇

失業給付の
受給資格がない

離職票(写)
※受給資格がないことが明らかな場合のみ 〇 〇 〇 〇

⾃営業を廃業した 廃業届(写) 〇 〇 〇 〇

雇⽤保険受給資格者証全ページ(写) 〇 〇 〇 〇

収⼊を確認できる書類(※4) 〇 〇 〇 〇

変更前に扶養していた⽅の収⼊を確認できる書類
(例)配偶者から被保険者へ⇒配偶者の収⼊書類 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

⺟⼦⼿帳(写)
(⽗⺟⽒名および役所証明記載のページ) 〇 〇

（※1）両親のうち⽚親だけを扶養に⼊れる、両親にかわって兄弟姉妹を扶養に⼊れるなど、被保険者以外に認定対象者を扶養しうる⽴場の親族がいる場合にはその⽅の収⼊証明も必要となります。
　　　　　※死別・離婚等によりそのような⽴場の⽅がいない場合には、その旨現況書に記載してください。
（※2）申請理由が「出⽣」の場合、出産した配偶者が休業等を取得することにより被保険者より収⼊が低くなることが
　　 　　  明らかであれば収⼊証明は不要です。それ以外の申請理由の場合は、（※4）の書類をご準備ください。
（※3）社命による単⾝赴任の⽅は添付不要です。添付不要となるその他の事例については当組合HPをご確認ください。
（※4）収⼊を確認できる書類は以下表のとおり

添付書類

給与明細直近３か⽉分(写)

勤務開始３か⽉未満の場合は・・・
雇⽤契約書(写)および直近給与明細(1〜2か⽉分)
確定申告書(写)および収⽀内訳書(写)

公的年⾦振込通知書(写)直近分

社員・パート・アルバイト

⾃営業

年⾦収⼊

離職

雇⽤保険受給終了

収⼊減

扶養者変更

出⽣

状況

結婚

添付書類

認定対象者

配偶者
⼦（養⼦含む）

⽗⺟・
祖⽗⺟

兄弟姉妹・孫

中学⽣まで
義務教育終了後

中学⽣まで
義務教育終了後

申請理由を問わず

申請理由

被保険者の資格取得

扶養認定添付書類⼀覧表

⑨ ⑥

曾祖父母 曾祖父母

⑧ ⑤

祖父母 祖父母

⑮ ⑦ ④ ⑮ ⑱

伯父伯母 父母 父母 伯父伯母 配偶者

叔父叔母 叔父叔母

⑩・⑪ ①・② ● ⑩　　  ⑪ ⑱

兄姉 弟妹 配偶者 組合員 兄姉 弟妹 配偶者

⑭ ⑯ ③ ⑱ ⑭ ⑱

甥　姪 子 子 配偶者 甥　姪 配偶者

⑰ ⑫ ⑱

孫 孫 配偶者

⑬ ⑬ ⑱

曾孫 曾孫 配偶者

      
　　　　 認定する場合、       　  は、同居を必要とする。　　　　　  は、同居別居を問わない。



（２）同居が必須な⽅

学⽣ その他

被扶養者現況書 〇
(※1)

〇
(※1)

〇 〇 〇

配偶者の収⼊を確認できる書類(※2)
（被保険者に配偶者有、かつ扶養対象外の場合）

〇 〇 〇 〇 〇

学⽣︓学⽣証(写)　　※夜間学⽣は除く 〇

60歳以上︓所得証明書（課税証明書） 〇 〇 〇

外国籍︓住⺠票の写し(世帯全員・続柄記載)
　　　　　　及び下記いずれか1点
　　　　　　　・外国⼈在留カード(写)
　　　　　　　・外国⼈登録証(写)、
　　　　　　　・特別永住者証明書(写)

〇 〇 〇 〇 〇

申請理由に応じて添付が必要となる書類

収⼊を確認できる書類(※2) 〇 〇 〇

収⼊を確認できる書類(※2)

⼾籍謄本または妙本 〇 〇 〇 〇 〇

雇⽤保険未加⼊ 退職⽇及び雇⽤保険未加⼊が確認できる書類
(例)源泉徴収票・退職証明書・給与明細　など

〇 〇 〇

失業給付受給放棄 離職票(写)
※法第4条第3項不該当(受給放棄)の印字があるもの

〇 〇 〇

失業給付受給予定
または受給中 雇⽤保険受給資格者証 〇 〇 〇

失業給付受給延⻑ 雇⽤保険受給期間延⻑通知書(写) 〇 〇 〇

失業給付の
受給資格がない

離職票(写)
※受給資格がないことが明らかな場合のみ

〇 〇 〇

⾃営業を廃業した 廃業届(写) 〇 〇 〇

雇⽤保険受給資格者証全ページ(写) 〇 〇 〇

収⼊を確認できる書類(※2) 〇 〇 〇

変更前に扶養していた⽅の収⼊を確認できる書類
(例)配偶者から被保険者へ⇒配偶者の収⼊書類

〇 〇 〇 〇 〇

⺟⼦⼿帳(写)
(⽗⺟⽒名および役所証明記載のページ)

〇

（※1）義⽗⺟のうち⽚親だけを扶養に⼊れるなど、被保険者以外に認定対象者を扶養しうる⽴場の親族がいる場合にはその⽅の収⼊証明も必要となります。
　　　　　※死別・離婚等によりそのような⽴場の⽅がいない場合には、その旨現況書に記載してください。
（※2）収⼊を確認できる書類は以下表のとおり

添付書類

給与明細直近３か⽉分(写)

勤務開始３か⽉未満の場合は・・・
雇⽤契約書(写)および直近給与明細(1〜2か⽉分)
確定申告書(写)および収⽀内訳書(写)

公的年⾦振込通知書(写)直近分

社員・パート・アルバイト

⾃営業

年⾦収⼊

離職

雇⽤保険受給終了

収⼊減

扶養者変更

出⽣

状況

養⼦縁組

添付書類

認定対象者

義⽗⺟・
義祖⽗⺟

叔⽗叔⺟
伯⽗伯⺟

配偶者の⼦・配偶者の兄弟姉妹・配偶者の孫・甥姪

中学⽣まで
義務教育終了後

申請理由を問わず

申請理由

被保険者の資格取得

結婚


